
 

 

 

 

摂 津 市 議 会 

 

民生常任委員会記録 
 

 

 

令和７年３月１１日 

 

 

 

 

 

 

摂 津 市 議 会 
 



 

 

目       次 

 

民生常任委員会 

３月１１日 

 

 会議日時、場所、出席委員、説明のため出席した者、出席した議会事務局職員、 

 審査案件--------------------------------------------------------------------1 

 開会の宣告------------------------------------------------------------------2 

委員会記録署名委員の指名----------------------------------------------------2 

 議案第７号、議案第１３号の審査----------------------------------------------2 

  質疑（増永和起委員、光好博幸委員） 

議案第２９号の審査----------------------------------------------------------7 

  質疑（増永和起委員） 

議案第１６号の審査----------------------------------------------------------9 

  質疑（水谷毅委員、増永和起委員、光好博幸委員） 

議案第３０号の審査---------------------------------------------------------18 

採決-----------------------------------------------------------------------18 

所管事項に関する事務調査について-------------------------------------------19 

閉会の宣告-----------------------------------------------------------------20 

 

 

 



- 1 - 

 

民 生 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和７年３月１１日（火）午前 ９時５８分 開会 

              午前１１時３１分 閉会 

 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 福 住 礼 子  副委員長 光 好 博 幸   委  員 水 谷  毅 

  委  員 増 永 和 起 委  員 香 川 良 平    

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のために出席した者 

市 長 嶋野浩一朗 

生活環境部長 吉 田 量 治  保健福祉部長 谷内田 修 

生活環境部理事 西 川  聡  保健福祉部次長兼障害福祉課長 由 井 秀 子 

生活環境部副理事兼自治振興課長 川 本 勝 也 

環境政策課長 菰 原 知 宏  高齢介護課長 細 井 隆 昭 

 

 

１．出席した議会事務局職員 

事務局次長 森 口 雅 志  事務局総括主査 仲 野 太 朗 

 

１．審査案件（審査順） 

議案第 ７号 令和７年度摂津市介護保険特別会計予算 

議案第１３号 令和６年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

議案第２９号 摂津市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例制定の件 

議案第１６号 摂津市協働のまちづくり推進条例制定の件 

議案第３０号 摂津市環境の保全及び創造に関する条例の一部を改正する条例制定 

の件 

 

  



- 2 - 

 

（午前９時５８分 開会） 

○福住礼子委員長 ただいまから民生常

任委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、水谷委員

を指名します。 

 昨日に引き続き、議案第７号及び議案第

１３号の審査を行います。 

 それでは、増永委員の３回目の質疑をお

願いします。 

○増永和起委員 おはようございます。 

 それでは、昨日に引き続いて３回目の質

問を行わせていただきます。 

 介護保険の減免のお話をさせていただ

いておりました。介護認定で障害者控除が

使えることについて、まだまだ知らない方

もたくさんおられる状況ですが、少しずつ

認知は広がってきてるのかなと思います。 

 私に相談がありまして、その方は障害者

手帳はお持ちではないけれども、介護の認

定でこの障害者控除の対象の方で、御本人

がそういう場合は非課税の限度額が１３

５万円で、所得が１３５万円以下なら非課

税になるとのことです。それまでは奥さん

だけが非課税、御主人は課税だったのが非

課税世帯となって、いろんな制度が使えた

りとか、病院で入院されても医療費のこと

も少し安くなる形につながることで、申請

を遡ってされています。そんな例も、恐ら

くこれからいろいろ出てくると思うんで

すけれども、まずはその障害者の手帳がな

くても介護の段階によってそういうこと

ができることを、ぜひぜひ知らせていただ

きたいと思います。 

 やっぱりここにはケアマネジャーとか、

ヘルパーとか、そういう方々のアドバイス

がないと、御本人は、恐らく通知だけ、い

ろいろ広報とかしていただいたとしても、

それだけでは分からない場合があると思

いますので、ぜひしっかり知らせていただ

きたいと思います。 

 また、保険料の減免制度も独自減免、残

念ながら本人非課税でも家族が課税だと

使えない形になっております。家族がほん

のちょっとだけ課税の方々は本当に今大

変です。物価高騰の中でもありますけれど

も、この介護保険料を高いと思ってらっし

ゃるので、本人非課税、家族が課税、これ

でも使えるような制度を、ぜひ摂津市でも

つくっていただきたいと思います。 

 利用料の減免制度もぜひつくっていた

だきたいですし、また、紙おむつ券の復活、

これを求める声が非常に強いです。非課税

でなくなれば、ほんの少し出ただけでも紙

おむつ券もう使えなくなってしまってる

と思うので、ここもぜひ元に戻していただ

きますよう、これについては要望としてこ

の質問は終わります。 

 次です。施設の問題です。 

 施設の待機者はやっぱり１００人を超

えているとのことでございました。本当に

高齢になって、すぐ近くに子供がいてはっ

たとしても、施設に入ってもらうほうが安

心だとの声もありますし、また遠く離れた

ところに子供がいてはるような場合、一人

暮らしの場合、いろんな場面で、やっぱり

最後は施設に入って、きちんとしたケアを

受けたいと、御本人も御家族も希望される

場合も非常に多いので、ぜひ施設について

は摂津市としても努力していただきたい

ですし、これ国の制度が本当にここにちゃ

んとしっかり手厚い形になっていないと。

サービス付き高齢者住宅でええやないか

みたいな形になってるかもしれないんで

すけど、サービス付き高齢者住宅も入れる

か入れないかとか、費用がどうとか、中で

のどんな形で生活されるのかと、いろんな
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問題ありますので、やっぱりちゃんとした

専門的な施設が必要だと思います。ぜひ国

にも要望を上げてもらいたいと思います。

これも要望としておきます。 

 ４番の総合事業でございます。Ａ型、Ｃ

型、Ｄ型それぞれ特徴がありながら摂津市

はやっていきますよと。ボランティアを使

ってるＢ型はやりませんというのはずっ

と崩さずにやっていただいてると思いま

す。 

 サービスの削減は、介護度を引き上げる

ことにつながりますので、ここは今までど

おり、現行相当のサービス、摂津市は維持

していくんだと、これが原則ということに

ついて、今後もその方向かどうかを、もう

一回確認をしたいと思います。 

 いろいろ要介護１、２の総合事業化と２

０２７年の第１０期せっつ高齢者かがや

きプランまでに結論を出すと政府が言っ

ていると思います。ケアプランの有料化と

か、いろんな改悪がここで考えられている

と思うんですけれども、こういうものにも

反対していかないといけない。それは私た

ちも一緒に頑張りますけれども、現行相当

のサービス維持、これは原則だと思うので、

もう一回そこのところを確認したいと思

いますので、お答えください。 

 それから、介護認定審査チェックリスト

の問題でございます。まず必要な人に専門

的なサービスを提供するのが重症化をし

ないために非常に重要なことだと思って

るんですけれども、チェックリストではな

かなかそこにいかない場合が私はあると

思っています。医者の判断とかもしっかり

入って、介護認定を受けていただくのが重

要やと思います。リハビリなんかに早急に

つなぐために、まずはチェックリストみた

いなお話も前に伺ってるんですけれども、

同時に介護認定もちゃんと受けていただ

くように促していただきたいなと思いま

す。 

 このチェックリストの結果では、介護認

定とは違って、先ほど言ってました障害者

控除、これは受けられないと思いますので、

御本人にとってもそういう部分は不利益

なところもあります。ぜひそこはしっかり

としたサービスを提供するために認定審

査会を通じて、ちゃんとした認定をしてい

ただきたいと思っておりますので、これも

う１回お答えをいただきたいと思います。 

 次に、担い手確保の問題でございます。

訪問ヘルパーがほかよりも高いとかいう

ような話を政府が言うてて、報酬が引き下

げられたとのことですけれども、それは本

当にしっかりした調査をやってそういう

ことを言ってるのかと。実際に介護事業所

なんかでは、本当にヘルパーの報酬がすご

く低くて、確保するのに困っているところ

やのに、さらに引き下げられたら、ヘルパ

ー自身がもう心が折れる。介護事業所にし

ても、ここへはヘルパーが来てもらえない

と、本当にこの政府のやり方には、たくさ

んの批判が上がっております。 

 ぜひこれも声を上げていただきたいな

と思いますけれども、今、ケアマネジャー

の資格更新に補助を出すことで確保とい

うようなことで、離職を阻止する形なんで

すかね、やっていただいてますけど、水谷

委員のときにもお話がありましたように、

確保のための摂津市の対策も、ぜひ考えて

いただきたいと思います。これも要望とし

て終わります。 

 以上です。 

○福住礼子委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 それでは３回目、２

点の御質問にお答えをさせていただきま
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す。 

 まず１点目の４番目、総合事業の現行相

当サービスの考え方についてでございま

す。こちらにつきましては、８期同様、９

期におきましても現行相当サービスの実

施については、引き続きやっていきたい考

えを持っております。 

 続きまして、５番目のチェックリストに

ついてでございます。こちらは、あくまで

も対象者に選んでもらう形は取っており

まして、こちらからチェックリストに誘導

することはやっておりません。 

 ただ、あくまでも総合相談等々を通じま

して、本人の状況を踏まえながら要介護認

定の必要性も判断しまして、必要となる対

応を取っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○福住礼子委員長 増永委員。 

○増永和起委員 現行相当のサービス、９

期もしっかり維持していくとのことでお

答えいただきました。ありがたいと思って

おります。 

 １０期に向けても、引き続き、ぜひこの

現行相当のサービスしっかり守っていっ

ていただきますようによろしくお願いし

たいと思います。要望とします。 

 それからチェックリストの件でござい

ます。もちろん御本人の意思は大事なんで

すけれども、認定審査とチェックリストと

どう違うのか、さっき言いましたようにチ

ェックリストによる不利益、こういうもの

がどうなのかということが、御本人の判断

で本当にできるのかの点は、できる方もあ

るかもしれないけど、できない方もあると

思います。そこはケアマネジャーとかもし

っかりつけていただいて、その方の状況に

ちゃんと配慮をして、不利益にならないよ

うにぜひしていただきたいです。この認定

審査もできるんですよと、こっちがよかっ

たらこっちもできるんですよ、両方一遍に

もできますよと、チェックリストやったけ

ど、その後で介護認定も受けたかったら受

けれますよと、こういう情報もしっかり伝

えていただきますように要望して、私の質

問を終わります。 

○福住礼子委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 おはようございます。 

 私からは、４点お聞かせいただきたいと

思います。 

 質問１でございます。予算概要１８６ペ

ージ、介護予防・生活支援サービス事業で、

さきに御質問があったんですけれども、訪

問型サービスＡについてでございます。 

 現状についてはもうお聞かせいただき

ましたので、２０名で延べ１３４回利用が

あったとございましたけれども、その中で

も布亀に利用が偏っていて、依然としてシ

ルバー人材センターの利用がない状況や

ったと思いますので、この課題についてど

のように対応していくのかお聞かせくだ

さい。 

 質問２でございます。予算概要１８６ペ

ージ、同じく介護予防・生活支援サービス

で訪問型サービスＤでございます。 

 これにつきましても現状を理解いたし

ました。この訪問型サービスＤの狙いでい

きますと、つどい場などの介護予防活動の

参加、あるいは買物とか通院という外出支

援を行うものであったかと理解しており

ますけれども、今後の展開についてお聞か

せいただきたいと思います。 

 質問３です。予算概要、同じく１８６ペ

ージの介護予防・生活支援サービスでござ

いますけども、今度は通所型サービスＣで

ございます。 

 これにつきましては令和６年度に安威
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川以南にも設置されたところでございま

して、利用者も増えていると昨日の御質問

でも理解いたしました。現時点でその利用

者の増加につながっていると思いますけ

れども、これについても今後の展開につい

てお聞かせください。 

 最後、質問４でございます。予算概要１

８６ページだったと思いますが、地域介護

予防活動支援事業の中で、タブレットレン

タル料で４６万円予算計上されていたと

思います。これは令和６年度からの実施と

理解しておりますけども、まずもって、実

施状況についてお聞かせください。 

 １回目、以上です。 

○福住礼子委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 それでは、４点の御

質問にお答えします。 

 １点目、訪問型サービスＡの課題と今後

の対応でございますが、訪問型サービスＡ

につきましては、利用者の希望する時間帯

に短期間に従事者の調整をする必要がご

ざいまして、シルバー人材センターのサー

ビス提供体制におきましては、従事者の調

整に時間を要するため、現在依頼につなげ

にくいことが課題になっております。 

 このような課題を踏まえまして、スケジ

ュール調整をしやすいよう、従事者を二人

組とするなど、片方の従事者が急に対応で

きない場合、もう一方がカバーできる人員

体制に見直し、今後ケアマネジャー向けの

研修会等を通じて周知を図っていきたい

と考えております。 

 ２点目、訪問型サービスＤについてでご

ざいます。 

 利用者の中には、認知症状をはじめとし

た利用者本人の状態像から、運営団体のみ

では対応に苦慮するとのお話も聴いてお

り、ケアマネジャーとの意見交換会を開催

し、運営団体の実情を踏まえた対応等につ

いて話合いをしているところでございま

す。 

 また、訪問型サービスＤにつきましては、

利用するに当たり、ケアプランの作成が必

要となります。利用者の増加に伴うケアマ

ネジャーの負担の点も踏まえておく必要

があると考えております。今後これらの状

況も勘案しながら、効果的な高齢者の外出

支援につなげることができるよう、効率的

な運用を検討していきたいと考えており

ます。 

 ３点目の通所型サービスＣの展開につ

いてでございます。 

 今年度から安威川以北に加え、安威川以

南地域でも利用を可能としておりまして、

今後、効果検証を行いながら、また保健セ

ンターとも協議を進めながら効果的に通

所型サービスＣの利用につなげるよう、仕

組み等を検討していきたいと考えており

ます。 

 ４点目の地域介護予防活動支援事業、タ

ブレットレンタル料でございます。 

 こちらは、参加者に対しタブレット端末

を一定期間貸与した上で、自宅で参加でき

るオンラインつどい場の開催に当たり、運

営団体及び参加高齢者に貸与するための

タブレット端末１２台のレンタル料とし

て２０万９，０００円を計上しているとこ

ろでございます。 

 現状の実績でございますが、令和６年１

２月から令和７年１月にかけてオンライ

ンつどい場を開催しており、３回の操作研

修会を経て、体操などの介護予防活動など

自宅で参加できるオンラインのつどい場

を４回開催、１１名に参加いただいており

ます。 

 以上でございます。 
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○福住礼子委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 御答弁ありがとうござ

います。 

 まず、質問１の訪問型サービスＡについ

てでございます。 

 課題に対しての対応をお聞かせいただ

きました。御答弁にもありましたけど、シ

ルバー人材センターの体制の見直しに取

り組まれるとのことでございます。やはり

利用者がどんどん増えていくところで、現

時点の対応でいきますと、布亀の利用が増

えてくるんじゃないかなと思います。 

 そうなると柔軟かつ丁寧な対応が困難

になってくると思いますので、これはもう

シルバー人材センターに頼るしかないん

ですが、シルバー人材センターも高齢化が

進んでいると思いますので、新たな手がな

い気もしますし、しっかりと現状を鑑みた

ときに、やれること、やれないことも含め

て対応いただければと思います。 

 あくまでもシルバー人材センターはそ

の補完していくところだと思いますので、

いろいろ工夫、あるいはいろんな視点で現

状をしっかりと見たときにどうすべきか

を鑑みて、今後の展開を考えていただけれ

ばなと思いますので、よろしくお願いいた

します。この質問を終わります。 

 質問２でございます。訪問サービスＤに

ついての今後の展開でございます。 

 今、ケアマネジャーと話合いとかいろい

ろやってる、あるいは負担のところも懸念

されるところでございます。御答弁にもあ

りましたが、あくまでもこのサービスＤは、

介護予防の活動で認識しておりまして、使

う人の立場に立っては買物とか通院に使

っていただけるのはそうなのかもしれま

せんけども、本来の趣旨から言えば、介護

予防に特化したほうがいいんじゃないか

なとちょっと感じました。 

 一般会計のときも言いましたけども、や

っぱり移動の手段の確保は、今、高齢介護

課で介護をやっていただいておりますけ

ども、あくまでも補完的な役割を担ってい

ただいてるものでございます。やはり私は、

将来的なまちづくりという観点でいくと

全庁的にやっていく中で、このサービスＤ

の移動のサービスも全庁的に取り組むべ

きと思います。副市長に言いたかったんで

すけれども、お伝えいただければと思いま

す。 

 いずれにしても、すごくいいサービスと

思いますので、現時点では今の枠組みの中

でいろいろ工夫しながらやっていただけ

ればなと思いますので、ぜひよろしくお願

いいたします。将来的なことを見据えて考

えていただければと思います。よろしくお

願いします。これも要望です。 

 続きまして、質問３、通所型サービスＣ

のお話をいただきました。今後の展開、先

ほどもありましたように、安威川以南、鳥

飼地域にとっては進めてほしいところで、

もう既に試行的に実施されていると、ある

いは効果検証していくお話だったと思い

ます。安威川以南の方々にとっては、非常

に喜ばしい状況だと私は思っております。

一方で、高齢者がますます増加するところ

で、介護予防の取組はますます重要になっ

てこようかと思います。 

 いつも言ってることですけども、高齢者

にとって住みやすいまち、あるいは利用し

やすい環境づくりでいきますと、さっきの

移動手段の確保も含めながら、これもサー

ビス向上に向けてしっかり取り組んでい

ただければなと考えておりますので、どう

かよろしくお願いいたします。これも要望

とします。 
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 続きまして、質問４、タブレットレンタ

ルの実施状況でございます。 

 令和６年度から開始されているところ

でございまして、オンラインつどい場等々

で活用されているとのことでございます。

利用者と参加者、どのような反応があった

のか、それを踏まえて、今後どのように展

開していくのか、２回目お聞かせください。 

 以上です。 

○福住礼子委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 それでは、４番目の

オンラインつどい場についてお答えしま

す。 

 オンラインつどい場の参加者におきま

しては、実際に地域で開催されているつど

い場に参加してみるといった声があった

一方、スマートフォン講座のようなデジタ

ル端末の操作スキルの向上を目的に参加

された方もいたと認識しております。 

 今後は、今年度のオンラインつどい場の

開催状況について運営団体とも検証しつ

つ、メニュー等必要な見直しを行い、より

効果的な介護予防に資する取組となるよ

う工夫をしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○福住礼子委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 ありがとうございます。

御答弁理解いたしました。 

 操作スキルの向上等々にも取り組まれ

たと思いますけども、これそもそも論とし

ては、つどい場の狙いは、現場まで足を運

んでもらうこと、あるいは出不精になりが

ちな高齢者にとっての生きがいづくりと

か、きっかけづくりと思います。 

 一方で、御答弁いただきましたようにオ

ンラインつどい場でいきますと、新型コロ

ナウイルスが５類感染症に移行されて以

降、いわゆるひきこもり防止であったりと

か、介護予防促進の役割でいきますと、自

宅でできる介護予防での健康づくりの継

続習慣化につなげる役割になってきてる

のかなと感じます。 

 自宅で行う介護予防とか、あるいは健康

づくりでいくと、スマートフォンあるいは

今回のレンタルのようなタブレットを活

用することによって、より手軽に、あるい

は効果的に健康維持が図れる利点がある

かなと思います。高齢者自身が自分の状況

であったり、あるいはニーズとかに合った

方法で自分自身の健康の維持向上を図る

ことが大切だと思いますので、いろんな工

夫を講じながら、当然のことながら、つど

い場へ行っていただくことも大事なんで

すけども、しっかりこのタブレットのレン

タルの位置づけも踏まえながら、相乗効果

と言いますか、全体としての展開をしてい

ただければなと考えておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 私からは以上です。 

○福住礼子委員長 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○福住礼子委員長 以上で、質疑を終わり

ます。 

 次に、議案第２９号、審査を行います。 

本件については補足説明を省略し、質疑に

入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 地域包括支援センター

に関する条例だと思っております。味生の

コミュニティセンターの建設に伴って、地

域包括支援センターを安威川以北と安威

川以南と２か所にしていくとお聞きして

います。この条例によって、どういうこと

をしようとされているのか、もう少し詳し

く御説明いただきたいと思います。よろし

くお願いします。 
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○福住礼子委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 それではお答えい

たします。 

 今回の条例改正におきましては、地域包

括支援センターが包括的支援事業を実施

するに当たりまして、職員の配置基準が定

められております。こちらの内容につきま

しては、専門職地域の担当高齢者人口が３，

０００人から６，０００人ごとに社会福祉

士、主任ケアマネジャー、保健師等の３名

を１ユニットとして配置する必要がござ

います。本市の高齢者人口は約２万２，０

００人でございまして、安威川以南・安威

川以北で分けますとそれぞれ約１万１，０

００人程度でございますので、安威川以

南・安威川以北で２ユニットずつの配置が

必要となってまいります。 

 今回の条例改正に伴いまして、複数の地

域包括支援センターが市内にある場合、そ

れぞれの担当地域ごとの高齢者人口に応

じた専門職を配置する必要がございまし

たが、複数の地域包括支援センターの専門

職種の合計数が、市内全体の高齢者人口に

応じた専門職数を満たしていれば配置基

準を満たすことができるとなっておりま

す。 

 つまりは、本来、安威川以南・安威川以

北で２ユニットずつ配置する必要がござ

いますが、この条例で配置基準が緩和され

ますので、仮に、令和９年度中のコミュニ

ティセンターの開設と聞いておりまして、

開設当初にきっちり安威川以南・安威川以

北で相談者が分かれるとも考えにくく、当

面の間は安威川以北での対応に偏るかと

考えております。 

 そうなった場合、安威川以北で２ユニッ

トだけになってしまいますと、安威川以北

が繁忙してしまうこともありますので、当

面の間は、安威川以北で３ユニット、安威

川以南で１ユニットと柔軟な対応ができ

るものでございます。 

 以上でございます。 

○福住礼子委員長 増永委員。 

○増永和起委員 二つのセンターができ

るけれども、別々にやるわけはなくて、お

互い協力をし合いながらやっていく体制

をつくるために、こういう柔軟な形でいけ

るようにということかなと理解はしてい

るんですけれども、安威川以北が繁忙する

とのお話。私は安威川以南に助けに行くの

かと思ってたんですけれども、どっちかと

いうと安威川以北が忙しくなる格好にな

るのですかね。分かりました。 

 新しくできるところで、しっかりとした

高齢者への対応とかもやっていただける

ような体制を組んでいただきたいと思っ

ています。柔軟にやっていくことそのもの

は非常に大事だと思いますけれども、それ

ぞれにしっかりとした体制をつくるのと

違う形になるので、二つのところを一つの

形で勤務時間とかそんなもんも数えてと

言いますか、換算してみたいなことも書い

てあったと思うんですね、条例の改定のと

ころには。今でも地域包括支援センターの

方々に過重な負担がいってるのではない

のかなと懸念をしておりますので、それが

柔軟な対応の名目の下に過重負担がいっ

てしまうようなことがないように、サービ

スを受ける皆さんにちゃんとしたサービ

スを届けられるように、ちゃんと専門的な

サービスが提供できる体制、こういうこと

を望んでおりますので、そこをしっかり踏

まえた形でやっていただけたらなと思い

ます。 

 安威川以南に地域包括支援センターが

できることは、一津屋の地域の方々も非常
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に期待の声も持っておられるのも私も聴

いておりますので、安威川以南・安威川以

北しっかりと支えをつくっていただきた

いと思います。 

 質問を終わります。 

○福住礼子委員長 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○福住礼子委員長 以上で、質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時２８分 休憩） 

（午前１０時２９分 再開） 

○福住礼子委員長 再開します。 

 議案第１６号の審査を行います。 

 本件について、補足説明を求めます。 

 吉田生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 議案第１６号、摂津

市協働のまちづくり推進条例制定の件に

つきまして補足説明をさせていただきま

す。 

 本件は、市民や地域コミュニティ団体、

市民公益活動団体、事業者による地域活動

や市民公益活動を活発化し、まちづくりの

多様な主体の連携の下、協働のまちづくり

を総合的かつ計画的に推進するため、新た

に条例を制定するものでございます。 

 それでは、各条文の説明に入らせていた

だきます。 

 第１条は、本条例の目的に関する規定で、

この条例は、協働のまちづくりの推進に関

し、基本原則を定め、市民、地域コミュニ

ティ団体、市民公益活動団体、事業者及び

市の役割を明らかにするとともに、協働の

まちづくりの推進に関する施策の基本と

なる事項を定めることにより、協働のまち

づくりを総合的かつ計画的に推進し、もっ

て持続可能で活力ある地域社会の実現を

図ることを目的としております。 

 第２条は、定義に関する規定で、協働、

市民、地域コミュニティ団体、市民公益活

動団体、事業者、多様な主体及び市民公益

活動の用語についてそれぞれ定義してお

ります。 

 第３条は、基本原則に関する規定で、協

働のまちづくりの推進は、多様な主体が相

互に対等な立場で自主性及び自立性を尊

重することや、それぞれの特性及び役割を

理解し、相互に連携し、または協力するこ

となどを基本として行われることを原則

としております。 

 第４条は、市民の役割に関する規定で、

市民は自らがまちづくりの主体であるこ

とを認識し、地域社会に関心を持ち、自ら

ができることを考えて行動するとともに、

市民公益活動に参加するよう努めること

とするほか、市政に関する情報に関心を持

ち、積極的に情報を収集するよう努めるこ

ととしております。 

 第５条は、地域コミュニティ団体の役割

に関する規定で、地域コミュニティ団体は

地域住民のつながりを強くするとともに、

地域課題の解決に取り組むよう努めるこ

ととするほか、自らが行う地域活動の情報

を発信し、地域住民が参加しやすい環境づ

くりに努めることとしております。 

 第６条は、市民公益活動団体の役割に関

する規定で、市民公益活動団体は、自らが

行う活動の社会的意義を理解し、その専門

性、迅速性、柔軟性等を生かしてまちづく

りに取り組むよう努めることとするほか、

自らが行う活動に関する情報を分かりや

すく市民等に提供することにより、その理

解と参加が得られるよう努めることとし

ております。 

 第７条は、事業者の役割に関する規定で、

事業者は地域社会を構成する一員として
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協働のまちづくりに関する理解を深め、そ

の社会的責任に基づき、地域社会に貢献す

るよう努めることとするほか、市民公益活

動に対する支援に努めることとしており

ます。 

 第８条は、市の役割に関する規定で、市

は協働のまちづくりの推進のために、必要

な施策を策定し、及び実施することとする

ほか、職員に対し、協働のまちづくりに関

する理解を深めるための研修を実施する

こととしております。 

 第９条は、市民公益活動の支援及び協働

の推進に関する規定で、市は市民公益活動

団体の自主性及び自立性を尊重し、その活

動を推進するため、市民公益活動に対して

必要な支援に努めるとともに、市民等との

協働を推進することとしております。 

 第１０条は、協働のまちづくり推進計画

に関する規定で、市は協働のまちづくりの

推進に関する施策を総合的かつ計画的に

実施するため、協働のまちづくり推進計画

を策定することとし、市長は同計画を策定

しようとするときは、あらかじめ協働のま

ちづくり推進委員会の意見を聴くことと

しております。 

 第１１条は、基本的施策に関する規定で、

市は市民公益活動を支援するとともに、市

民等との協働を推進するため、所要な施策

を講じることとしております。 

 第１２条は、協働のまちづくり推進月間

に関する規定で、協働のまちづくりについ

て市民等の関心と理解を深めるため、協働

のまちづくり推進月間を設けることとし

ております。 

 第１３条は、協働のまちづくり推進委員

会に関する規定で、市長の諮問に応じ、協

働のまちづくり推進計画、その他の協働の

まちづくりの推進に関する重要事項につ

いて調査審議するため、摂津市協働のまち

づくり推進委員会を設置することとし、委

員会は協働のまちづくりの推進に関して

識見を有する者、市民等を代表する者等の

うちから市長が委嘱する１５名以内をも

って組織することとしております。 

 第１４条は、委任に関する規定で、この

条例に定めるもののほか、この条例の施行

に関し必要な事項は市長が定めることと

しております。 

 次に、附則でございますが、附則第１項

は、本条例の施行期日で、この条例は令和

７年７月１日から施行することとしてお

ります。 

 附則第２項は、摂津市特別職の職員で非

常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部改正で、第１３条の規定による

協働のまちづくり推進委員会の設置に伴

い、同委員会委員の報酬の額を日額９，０

００円に定めるものでございます。 

 以上、摂津市協働のまちづくり推進条例

制定の件の補足説明とさせていただきま

す。 

○福住礼子委員長 説明が終わりました。 

 それでは、質疑に入ります。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは質問させていた

だきたいと思います。 

 今御説明をいただきまして、目的につい

てはある程度は理解できるんですけども、

その意義についてお聞かせいただきたい

と思います。 

 この条例制定までに結構時間かけて取

り組まれていた点、またいろんな役割の方

との懇談等を踏まえていただいているこ

とはお聞きしているんですけれども、摂津

市の場合つながりのまちとのことで、ある

意味、他市と比較して自治会をはじめ、い
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ろんな団体がしっかりとつながって楽し

く活動しているイメージが強かったんで

すけども、今回この制定をするに当たって、

例えば自治会から、行政にも何とかしてほ

しいとの切実な思いもあったのではない

かなと思うんですけれども、ちょっと書面

から読み取れないその意義の部分お聞か

せいただけたらと思います。 

 １回目、以上です。 

○福住礼子委員長 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事 条例の制定の

意義の御質問でございます。意義といって

も、なかなか難しいんですけれども、地域

コミュニティが希薄化して自治会の加入

率が年々減少傾向にある中、その状況に危

惧された自治連合会から、地域の活性化が

図られるまちづくり条例の制定を求める

要望書が提出されました。 

 その内容は、自治会のみならず地域のこ

ども会、老人クラブ、それから校区等福祉

委員会の団体であるとか市民活動団体、事

業者などが連携して地域の活性化が図ら

れるまちづくり条例の制定でございまし

た。 

 この内容につきましては、本市の行政経

営戦略の中でも示しております協働のま

ちづくりの考え方にも合致するものでご

ざいましたことから、市としましても令和

５年度から条例の制定に向けて作業を進

めてまいりました。そういうことで、自治

連合会の要望がきっかけにはなったんで

すけれども、市の掲げる協働のまちづくり

の考え方とも合致するものでありますこ

とから、今回協働のまちづくり推進条例を

制定させていただくものでございます。 

 以上でございます。 

○福住礼子委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 意義について、また取組の

過程について理解できたと思います。 

 今までは自然にできてた流れがちょっ

と変わってきたと感じられますし、私ども

も校区等福祉委員会や自治会でいろんな

活動に取り組んでおりますけれども、今回

制定するその趣旨というか、非常に感じる

部分もあります。 

 ただ、条例を制定したからといって何が

変わるのか、というのもありまして、今回

委員として１５名以下で選出されること

になっていますけれども、この委員はどの

ように選出していくのかお尋ねしたいと

思います。 

 以上です。 

○福住礼子委員長 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事 第１３条の協

働のまちづくり推進委員会の委員の選定

の御質問でございます。 

 第１３条の第３項にも明記しておりま

すとおり、委員は、協働のまちづくりの推

進に関して識見を有する者、それから市民

等を代表する者、その他、市長が認める者

となっております。 

 識見を有する者につきましては、大学の

先生などを想定しております。市民等を代

表する者につきましては、市民等とは市民

と地域コミュニティ団体と市民公益活動

団体と事業者でございますが、市民につき

ましては、公募したいと思っております。

それから各団体につきましては、団体に依

頼をして、推薦をいただいた方に委嘱をし

たいと思っております。 

 以上でございます。 

○福住礼子委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 構成員については理解で

きました。 

 選ぶに当たっては、頼んで選んでもらう

ことになると思うんですけど、提案をいろ
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いろしていただけるような雰囲気とか体

制とか、しっかり取り組んでいただけたら

と思います。 

 今回の文章の中で、推進月間２月と書い

ておりますけども、この２月は何をするの

か、行政として協働を進めるに当たって、

具体的に地域とどのように関わっていこ

うとしているのかお聞かせいただけたら

と思います。 

 以上です。 

○福住礼子委員長 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事 それでは、協働

のまちづくり推進月間の２月に何をする

のかというお問いでございます。 

 具体的には、協働のまちづくり推進委員

会に諮りながら検討を行ってまいります

が、現在、自治連合会や老人クラブ連合会、

民生児童委員協議会、社会福祉協議会の４

団体と市で構成する、「つながりのまち摂

津」連絡会議における地域コミュニティ活

動推進運動の強化月間が２月でございま

して、今、街頭啓発活動や地域交流研修会

を実施しているところでございます。 

 条例が制定されましたら、このつながり

のまちの推進運動と合わせて行うのか、そ

れとも協働のまちづくり推進に移行と言

いますか、吸収していくのかについては、

これから４団体の代表とも相談を行って

いくわけでございます。つながりのまち摂

津の推進運動で行ってきましたようなつ

ながりや協働の重要性についての認識、知

識等を深めるための研修会などを２月に

実施するとともに、様々な啓発活動も協働

のまちづくり推進委員会の意見も聴きな

がら展開してまいりたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○福住礼子委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 つながりのまちが今まで

ベースにありますので、その団体を大切に

しながらとのことで内容的には理解をし

たんですけども、こういう条例を制定しな

いといけなくなったことについては、やは

り高齢化、少子化が一番大きな要因かなと

考えております。今まで活動できていた方

が年齢を重ねられて、体の動きや行動範囲

も変わってきた。また、子供も少子化で減

ってきていまして、子供を通じての親同士

のつながりとか、地域とのつながりがなく

なってしまったことが大きな要因ではな

いかなと思います。 

 私も十七、八年前に小学校のＰＴＡの役

をさせていただいてたんですけども、夏に

行われるバザーももうなくなってしまい

ましたし、随分この十数年で様子が変わっ

てきたと肌をもって感じています。適度の

負担が人と人のつながりを生んできた。大

変やったねと言いながらそれが思い出に

なり仲よくなってきた、そういういい連鎖

が今かなり厳しくなっているように感じ

ております。 

 公助と共助とありますけども、一つ捉え

方を違えてしまうと、公助ができるのはこ

こまでです、共助はここまでやってくださ

いと、線引きをしてしまって、何か行政と

地域の壁をつくってしまわないかなと見

方によったら感じており、心配をしており

ます。そういう意味で、行政としてはいろ

んなツールの提供を、自治会によったら最

近も回覧板の枚数も件数も減ってきてし

まって、ＬＩＮＥを使って自治会の連絡を

始めたところも何件か聞いております。 

 ただ、その弊害か副作用として、つなが

りたくない人とはつながりたくないとか

もありまして、ＬＩＮＥでも普通のＬＩＮ

Ｅのグループとは別にＬＩＮＥビジネス
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というツールがあって、親子関係みたいな

感じで、連絡をした人から公認だとは行け

るけど、子同士にはつながらないとかいう

そういう使えるようなツールがあるわけ

ですね。そういうツールを提供したりとか

していただきたいなと思います。 

 自治会が維持できなくなってきてると

ころも毎年何か所かありますけども、原因

としては、会長の成り手の問題、それから

だんだん減っていくもんですから、以前と

同じことをしようと思うと１人当たりの

負担が増えてきて、維持できないと負の連

鎖があるのかなと思います。 

 要するに、地域をコーディネートできる

方をどうやって育成していくのかが全て

の鍵になると思いますので、そのために

我々行政が何ができるのかしっかり考え

ていただいて、デジタル等も活用して、こ

の条例が本当に生きてきたねと地域で言

っていただけるように、今後も御尽力いた

だきたいことを願いまして要望とさせて

いただきます。 

 以上です。 

○福住礼子委員長 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、協働のまちづ

くり推進条例について質問させていただ

きます。 

 趣旨については理解をさせていただき

ましたし、今、水谷委員からの質問もあり

まして、深められたところもあると思うん

です。私は理念条例であるいうことは分か

ってるんですけれども、ちょっとふわっと

して、よく分かんないところもありまして、

その辺を聞かせていただきたいなと思っ

ています。 

 まず、市民の役割を書いてあるんですけ

れども、これは義務とかではなく、市民は

こういうふうに取り組みましょうと、そう

いうことを市が市民に要望しているとい

うことなのかなとは思ってるんです。けれ

ども、３ページの市民の役割のところを見

ますと、「市民公益活動に参加するよう努

めるものとする」とか、「積極的に情報を

収集するよう努める」とか、いろいろ市民

について書いてあるんですね、「コミュニ

ティ団体に加入するように努める」。こう

いうことを市から求めると条例に書いて、

具体的に何かそれをするのかと。市民から

すると、いや、放っておいてちょうだいと

言われるような場面もないでもないと思

うんですね。 

 積極的に情報収集するようにと書かれ

てますけれども、ホームページや広報で市

がお知らせしてますから、それは見ないほ

うが悪いんですとなってしまうようなこ

とでは、せっかく考えてはる理念と相反す

ることになってしまうと思うんですよね。

そこら辺の思いを一度きちんとお聞きし

たいと思っています。 

 それと市民公益活動団体、ここを支援し

ていきますよと書かれてると思うんです

けど、ではその市民公益活動団体って何か

というと市民公益活動を継続的に行う団

体でありまして、では市民公益活動は何か

というと、それも市民生活の向上や地域課

題の解決のために自主的にいろんな活動

をしている団体であると書かれているん

ですね。この団体は市民公益活動団体、こ

の団体は違うと何か登録するとか、線引き

するとか、そういうことを行われるつもり

なんでしょうか。 

 それを支援するとは、市民公益活動団体

として登録されているところは、例えば会

場費がもっと安くなりますよとか、何か活

動するときに摂津市から支援金が出ます

よとか、いろんなその支援の中身ももう一
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つよく分かんないですけども、市民公益団

体についてどう考えておられるのかも、も

うちょっと分かりやすく教えていただき

たいなと思います。 

 それから、先ほど水谷委員から推進委員

会、これを１５名で組織することについて

の御質問もされておられました。市民は公

募するけど、ほかは団体から選出をされた

人、大学の先生などとのことだったんです

けれども、やはりこういう委員会の原則は、

男女共同参画の立場から、男性、女性対等

な人数とするのを市としてはできる限り

努力することが必要だと思うんですけれ

ども、そういう観点はお持ちなのかどうか

についても伺いたいと思います。 

 以上です。 

○福住礼子委員長 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事 それではまず、

市民の役割でございます。 

 まず、この条例は新規の条例でございま

すけれども、基本的に理念規定といわれる

基本原則でありますとか市民の役割、それ

から地域コミュニティ団体の役割、あと事

業者の役割と市の役割、この辺につきまし

ては、新たに求めるものではなしに、今あ

る考え方を明記していっているものでご

ざいます。 

 この市民の役割については、行政経営戦

略の協働のまちづくりのところにも一定

記載がある内容でございますので、今回改

めて条例の制定によってお願いするとい

うものではなしに、今までやっていただい

てることを書いていったということでご

ざいます。「努めるもの」となっています

けどももちろん強制ではないですし、「努

めるもの」とは理由がなければやらなくて

いい緩い努力規定でございますので、その

辺のところは御理解をいただきたいと思

っております。 

 ２番の市民公益活動団体でございます

けれども、分かりやすくとのことでござい

ます。市民公益活動につきましては、いわ

ゆる社会問題の解決のために行う活動と

なっておりまして、例えば、地域での居場

所づくり、子ども食堂もそうですし、子供

の居場所や、高齢者の居場所づくりであり

ますとか、あと、一時保育などの子育ての

支援であるとか、環境問題であるとか、い

ろんな社会問題の解決のために活動され

ている、こういったものが市民公益活動と

なっておりますので、登録制度はございま

せんが、一定自治振興課でも市民公益活動

への補助金も出しておりますし、団体の交

流会等も行っております。そういったとこ

ろで、認定や、登録、そういうもので線引

きするわけではございませんが、一定その

ような定義となっております。 

 ３点目の協働のまちづくり推進委員会

の男女の割合でございます。今のところど

ういった方にお願いするかは決めており

ませんけど、もちろんそういう考え方で、

男女対等な数になるかどうかは分かりま

せんけれども、今確か人権女性政策課では、

４割程度の数字を推奨していたかと思い

ますので、それくらいになるようには一定

努力は行ってまいりたいと思っておりま

す。 

○福住礼子委員長 増永委員。 

○増永和起委員 行政経営戦略に書いて

あるというのは、これは摂津市が自分たち

のものとしてつくって、そこへ書いてると

いうことですよね。でも条例のは、これは

理念条例とはいえ、市民も守ってください

として出していくものだと思うんですよ

ね。そこに市民の役割として、そういう努

力をしなさいと書くことについては、一定
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そこを市民に求める、市民が情報収集せえ

へんかったらそれは市民が悪いんだとい

う形ではないように、ぜひ市の側として積

極的に市民へその情報が届くような形と

いうのを考えないといけないと思うんで

すね。 

 例えば、この間この条例についてのパブ

リックコメントを開始しはるときに、公共

機関が休みになる年末年始も期間に入れ

込んでることは、もうあんまり意見を本気

で聴く気ないねんなと市民から思われる

と。皆さんはそうじゃないと言わはるかも

しれないけれども、ネットで見たらよろし

いやんと返ってくるんでは困るんですよ。

そうではない市民に対してもちゃんと情

報が伝わる、意見をお聴かせいただける、

そういうことを市が頑張ってやっていく

ことが、この協働のまちづくりの前提にな

っていくと思うんですね。 

 だからこの文言を削除するとかそんな

ことは言いませんけれども、そこの考え方、

摂津市としてこれを生かしていこうと思

えば、なおさら市が努力していかないと、

これが具体的な協働のまちづくりにつな

がっていかないことについて、摂津市が自

分の立場を宣言するような条例だと私は

思いたいんです。けれどもそこを何か市民

に対して、いろいろああせえ、こうせえ言

うてきてると受け止められないためには、

摂津市のこれからの姿勢がすごく大事に

なってきますので、その点についてちょっ

と市の役割がすごく短かったと思うんで

すけれども、思っておられることでお聞か

せいただきたいなというふうに思います。 

 それと市民公益活動団体は、こことここ

とここが市民公益活動なんだと市が色分

けすることではないとのお話だったと思

います。こんな活動しますというときに、

補助金とかが使える場合もあると。市民公

益活動団体に選ばれて補助金が常に出続

けるとかではないと理解もしました。市民

公益活動する団体と書いてあるんですけ

ど、市民公益活動の中に、これは違います

よというのが入ってて、営利目的と宗教の

問題と、あと政治上の主義を推進または反

対したとも書かれてるんですけれども、こ

の問題は、非常に微妙な話やと思うんです

ね。 

 例えば、女性団体で女性の地位の向上を

目指して、となったときに、やっぱり性暴

力の問題に対して反対の声を上げていく

とか、この前は法改正を求めてフラワーデ

モというのが全国でも起こっていますけ

れども、例えばそういうものは政治上の主

義であると反対する方もいらっしゃいま

すから、そう捉えるのかどうか、そして摂

津市自身も核兵器禁止条約について首長

会で日本も参加すべきと出しておられま

すけれども、そういう平和の運動について

も、政治の問題も絡んでくるわけですけれ

ども、ここをどういうつもりで書いておら

れるのかお聞きしたいと思います。 

 それから、推進委員会のことですけれど

も、対等な数を要望したいと思ったら４割

と言われて、目標がそこかと思ってちょっ

とがっかりしたんですけれども、やはり市

民の活動の推進をしていくことについて、

いろいろ文言を言っていただく、意見を言

っていただくその推進委員は、男女同数を

目指すのが筋じゃないかなと思います。 

 人権女性政策課で、こういう方々がいろ

んな役割を引き受けていただけますよ、そ

ういう登録をされておられると聞いてお

りますので、ぜひ同数目指していただきた

いと思います。市民、約半分女性やと私は

思っておりますので、女性の声、男性が３
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割で女性が７割のつもりじゃないわけで

しょう。男性７割と思ってはるわけでしょ

う。そこは半数とぜひ構えて、市民の声が

しっかり届く、そういう委員会にしていた

だきたいと思います。これは要望としてお

きます。 

○福住礼子委員長 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事 まず１点目で

すけれども、市民の役割に対して、市の役

割が薄いのではないかとの御意見だった

かと思います。市の役割については第８条

で規定しているところでございますが、見

出しとしては第８条ですけれども、市が行

う内容としましては、そこから基本的施策

の第１１条まで、ここは市がやっていきま

すと宣言を行っている内容でございます。 

 個別詳細につきましては、第１０条の協

働のまちづくり推進計画において、当然市

民にお願いするだけじゃなしに、市がやっ

ていくことを協働のまちづくり推進計画

の中で検討して、基本的な施策や具体的な

取組も計画に盛り込んでまいりたいと思

ってますので、御理解をお願いしたいと思

います。 

 続きまして、市民公益活動の定義のとこ

ろで、政治上の主義等々の記載をしている

ことでございます。この市民公益活動の定

義につきましては、本市独自で考えたもの

ではなく、法律の特定非営利活動法人の定

義を参考にしながら、この定義と近いよう

な形で規定を行っているところでござい

ますので、そういう内容でございます。 

 以上でございます。 

○福住礼子委員長 増永委員。 

○増永和起委員 情報公開、情報共有を摂

津市の側から積極的にしていただいて、そ

れによって市民が情報を得ることができ

る体制をつくるとか、市が、市民が知れる

努力をする、それが前提にあることはぜひ

考えていっていただきたい。 

 市民の声を聴かせてもらうとか、市民に

いろいろ活動に参加してもらうとか、その

前提には市民がそこに関われるためにど

んな形をいろいろ工夫するかはまず前提

にあって、そこで市民が活動に参加して自

主的になってくれる形を考えていかない

と、書いてあるだけではあかんと思います

ので、ぜひその辺はよろしくお願いしたい。

情報公開、共に考え、共に決めていくとい

う、それこそ協働だと思いますので、全て

の面において、そういうことを摂津市とし

て頑張っていく条例だと、ぜひ職員の皆さ

んにも徹底していただきたいなと思って

おります。要望としておきます。 

 それから、今の政治上の主義主張のとこ

ろですけれども、これどこかに書いてあっ

たのを持ってきましたと聞こえたんです

けど、ここきちっと考えておかないと、

後々大変なことになると思うんです。例え

ば、公的な施設をどこかの団体に貸すこと

が起きて、ところが反対の運動もあって、

それに対して、貸すなと運動があって、一

回貸す言うたのを取りやめたことが、よそ

の地域なんかでも起きてるんです。 

 政治的な主義について、摂津市としてど

う対応をするのかはしっかり考えておか

ないと、いろいろ問題が後で出てきたとき

に右往左往する。よそにこう書いてありま

したからそこにこう書いた。みんなの常識

ですでは駄目だと思うんですよ。いろんな

ポスターを貼ったのを市が規制したこと

に対して、それに対しての裁判が起きたと

か、いろんな問題があるんです。政治上の

主義主張は、政治ってもう全てに絡んでる

ことでございますから、何もかも一切して

は駄目にはなかなかならない。さっき環境
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の問題とおっしゃったけど、これだってい

ろんな立場もあれば、主張もあるわけです。 

 なので、あなたは政治的な主義を持って

るから、この団体は政治的な主義を持って

るから、うちはもう支援できませんとか、

部屋を貸せませんとか、そうなっていくと

非常に硬直したものになっていくと思い

ます。今ここでそれについてどう考えるの

かをこれ以上は言いませんけれども、私は

政治というのは、生活に関わるものですか

ら、今おっしゃるようないろんな解決のた

めの居場所づくりであるとか、子育て支援

であるとか、環境問題とか言われましたけ

ど、どれも政治と絡んでいく問題なんです。 

 だからそこについてそれぞれの団体が、

いや、もっと子育て支援をしてほしいと声

を上げて署名を集めますみたいなことが

あったときに、いや、政治的な活動だから

駄目だとなるのか、そうではないのか、そ

のことについて市はちゃんと考えておか

なあかんと思うんですよ。私はそういう活

動は、もう込み込みの市民公益活動だと思

っているんです。団体によってそれぞれ思

いは違うとは思いますけどね。自分たちの

主張を社会にアピールするためのいろん

な活動をすることもあるんじゃないかと

思っています。 

 もちろん政党の支持とかそういうこと

に関してになってくると、ここは違います

から、何が政治的なのかについて、摂津市

としてしっかりその辺は、内部でいいです

から考えておいてもらいたいなと。広い視

野を持ってほしいと思っておりますので、

要望としておきます。 

 以上です。 

○福住礼子委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 私からは、もう先に質問

が出ておりましたので、要望にとどめてお

きたいと思います。 

 まず、今回協働のまちづくり推進条例の

制定でございまして、振り返りますと数年

前から私、連合自治会の方々ともいろいろ

なお話をさせていただきながら、時間は少

しかかりましたけど、ようやくここまで来

たという感覚があります。ただ、これがで

きたから全てできるわけではなくて、やっ

ぱり理念条例でございますので、これから

もしっかり取り組んでいただきたいなと

思います。 

 個々に数点要望がございますのでお話

しさせてもらいますけども、まず、先ほど

増永委員からもお話ありましたように、市

民公益活動で、第９条とか、あるいは第１

１条等々がこれから整備しっかり充実に

向けて支援していくことも明記されてお

ります。いろんな市民公益活動の考え方あ

るとは思いますけれども、やはりその先と

言いますか、その中のよく言う、つなぎ役

も重要でございますので、その先にあるそ

の中間支援組織の重要性も見えてくるの

かなと思います。度々言っておりますけれ

ども、こういった協働のまちづくり推進条

例ができたことを皮切りとは言いません

が、そういったところもしっかり見据えな

がら、摂津らしい位置づけ、どうあるべき

かも並行して考えていってほしいなと思

います。一つ要望です。 

 二つ目には、先ほど水谷委員からも御質

問ありましたけども、５ページの推進月間

です。私もこれも聞こうかなと思ってたん

です。具体的にはこれからとのことでござ

います。つながりのまち摂津での４団体の

街頭啓発活動とか研修会等々やられてる

のも認識しておりますけれども、私が思う

に、その協働のまちづくりでいきますと、

この４団体だけではございませんし、しっ
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かりとやられてたことは理解しておりま

すけれども、その中で、この活動がどうだ

ったのか、どんな効果があったのか、ある

程度振り返りながら、せっかくこれからの

協働まちづくりでございますので、しっか

りと振り返って検証して、次どうするんだ

としっかりと考えてほしいと思います。 

 誤解のないように、今の活動を否定して

るわけではございません。その先にあると

言いますか、次のフェーズに移るところな

んじゃないかなと思いますので、言うたら

踏襲をするとかいうことではなくてブラ

ッシュアップするところを鑑みながら、し

っかりと協働のまちづくりの趣旨も書か

れておりますので、そういったところのふ

さわしい活動の展開ということを要望し

ておきたいと思います。 

 次に、先ほど来からお話ありました推進

委員の話でございます。大学の先生である

とか、あるいは市民の公募、あと団体での

推薦でありましたけども、特にその団体で

すか、こちらからどうこういうことはでき

ないかもしれません。しかしながら、私が

思うに、せっかくの機会ですので、推薦で

あるのでお任せしといたらいいかもしれ

ませんけど、その団体の会長がぽっと来て

の、言い方が悪いですけど、形だけではな

くて、実効性のある実務の例えば責任者と

か、事務局長であるとか、しっかりとそう

いったところの地に足つけて議論できる

人がいいと思います。 

 何が言いたいかというと、これからが大

事ですので、そういう意味では、いろいろ

選定するときに、別にその推薦された方を

否定することではないとは思いますけれ

ども、そういったところも意識しながらし

っかりやっていただければなと思います。

せっかくの条例の制定でございますので、

やっぱり本当に何回も言いますが、これか

らが重要でございますので、いろんな角度

で、しっかりと議論をしていくんだとこだ

わりを持ってやっていっていただければ

なと思いますので、どうかよろしくお願い

いたします。 

 私から以上です。 

○福住礼子委員長 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○福住礼子委員長 以上で、質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時１４分 休憩） 

（午前１１時１５分 再開） 

○福住礼子委員長 再開します。 

 次に、議案第３０号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○福住礼子委員長 質疑なしと認め、質疑

を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時１５分 休憩） 

（午前１１時１６分 再開） 

○福住礼子委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○福住礼子委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 議案第１号所管分について、可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○福住礼子委員長 可否同数であります

ので、摂津市議会委員会条例第１６条の規

定により委員長が本案に対する可否を採

決します。 

 委員長は、議案第１号所管分について可

決すべきものと採決します。 
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 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第４号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○福住礼子委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第６号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○福住礼子委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第７号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○福住礼子委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第８号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○福住礼子委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第９号所管分について、可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○福住礼子委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第１２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○福住礼子委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第１３号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○福住礼子委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第１６号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○福住礼子委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第２９号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○福住礼子委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第３０号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○福住礼子委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時１８分 休憩） 

（午前１１時２０分 再開） 

○福住礼子委員長 再開します。 

 本委員会の所管事項に関する事務調査

について協議します。 

 民生常任委員会における令和７年度の

行政施設につきましては、昨年１２月９日

の本委員会で視察項目等を協議させてい

ただきました。視察項目につきましては、

「環境」、「市民活動」、「高齢者の見守り」

の３項目を候補とし、視察先や日程等につ

いては調整することとしておりました。こ

れらの調整ができましたので、本日は委員
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長案として提案をさせていただきます。 

 それでは、お手元の資料を御覧ください。 

 日程につきましては、５月１日木曜から

５月２日金曜の２日間で、視察先につきま

しては、東京都三鷹市及び東京都あきる野

市でございます。 

 三鷹市では、三鷹市環境センター敷地の

土壌汚染対策及び新川暫定広場の整備に

ついて視察を行います。 

 三鷹市では、平成２５年３月３０日の環

境センターの閉業後、土壌汚染調査を行い

ました。その結果、土地の一部から土壌環

境基準を超える物質が検出され、土壌汚染

対策法に基づく形質変更時要届出区域に

指定をされました。その後、飛散防止のた

めにシートによる被覆及びアスファルト

で舗装する被覆工事を実施し、新川暫定広

場として平成３１年３月２７日にオープ

ンしました。本市の環境センターで予定し

ている事業と類似をしており、先行事例と

して視察を実施します。 

 あきる野市では、スマート電球を使った

高齢者見守りについて視察を行います。 

 あきる野市では、令和３年度よりＩＣＴ

を活用した高齢者見守り事業として、スマ

ート電球を使った事業を実施しておりま

す。独り暮らしの高齢者やその親族が安心

した生活を送れるよう、自宅内の電球をＩ

ＣＴを活用した通信機能付きＬＥＤ電球

に交換し、２４時間点灯や、消灯が確認で

きなかった場合に民間受信センターに自

動で通報を行い、本人や親族などに連絡を

取り、安否確認を行うことで高齢者を見守

ります。少子高齢化が進行している中、人

による見守り以外の方法として、ＩＣＴ技

術の有用性を視察いたします。 

 以上が視察案の内容となりますが、委員

の皆様いかがでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○福住礼子委員長 それでは、そのように

決定をいたします。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時２３分 休憩） 

（午前１１時３０分 再開） 

○福住礼子委員長 再開します。 

 それでは、三鷹市で三鷹市環境センター

敷地の土壌汚染対策及び新川暫定広場の

整備について、あきる野市でスマート電球

を使った高齢者見守りについて視察を実

施させていただきますので、よろしくお願

いします。 

 なお、常任委員会の所管事項に関する事

務調査については、本会議最終日において

閉会中に調査をすることが図られます。 

 本委員会の所管事項については、老人福

祉行政について、障害者福祉行政について、

保健医療行政について、社会福祉行政につ

いて、環境衛生行政について、商工行政に

ついて、農業行政について、文化スポーツ

行政についてを令和７年９月２９日まで

閉会中に調査することに異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○福住礼子委員長 異議なしと認め、その

ように決定いたしました。 

 これで本委員会を閉会いたします。 

（午前１１時３１分 閉会） 
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 摂津市議会委員会条例第２９条第１項

の規定により、署名する。 

 

民生常任委員長 福住 礼子 

 

 

民生常任委員  水谷  毅 

 


